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研究成果の概要（和文）：モンゴル国と中国内モンゴル自治区にまたがる広大な地域には、

元々、遊牧文化と調和のとれた草原が広がっていた。しかし、近年の経済発展とともにこの草

原地域において観光施設「ゲルキャンプ」が無秩序に増加し、周囲の環境や景観を悪化させる

ケースが目立っている。本研究は、モンゴル高原の草原地域において、観光施設開発と環境・

景観保全を調和させるための法制度の必要性を論じたものである。その結果、(1)新たな観光

施設の基本要件の作成、(2)それを基準とする罰則を付加した法規制の促進および利用者から

景観保全協力金を徴収することを含む観光施設事業者団体設立による自主規制促進、(3)禁忌

やモンゴル文化の広報による景観保全意識の向上、という３つの方向性を提示した。 

 
研究成果の概要（英文）： 

The landscape of the grassland was long preserved in harmony with nomadic life and 
culture in Mongolia and Inner Mongolia in China.  However, in recent years, ”Gel 
Camp” as tourist facilities have been randomly built on the grassland along with the 
economic development.  This in turn has caused deterioration of the environment and 
affected the aesthetic features of the grassland landscape. This study argues the 
necessity of the legal system so as to balance grassland landscape preservation and 
Gel Camp development in Mongolia and Inner Mongolia. The results are three-folds. 
One is to create a new basic requirement for Gel Camps.  The second is to establish 
legal regulations with punitive clause and to establish organizations of tourist 
facilities promoting self-regulations, which requires the Gel Camp users to pay fees to 
cooperate preservation of the landscape. The third direction, a cultural approach, is to 
publicize Mongolian taboos on destroying grassland and to raise public awareness on 
the issue of landscape preservation. 
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１．研究開始当初の背景 
(1)モンゴル高原の、経済成長と観光開発 
 モンゴル国と中国内モンゴル自治区（以
下、内モンゴルと呼ぶ）にまたがるモンゴ
ル高原の多くを占める草原では、近年、両
国が経済成長に向けて観光開発を進めたこ
とにともない、観光業者の遊牧民の伝統的
な組立移動式テント住宅「ゲル」を用いた
モンゴル特有の宿泊施設“ゲルキャンプ”
が急増している。 
両地域において観光は新たな有望産業と

して位置づけられ、その発展において一定
の開発は不可欠である。しかし、もともと
産業活動はおろか人の生活さえ僅少な大草
原には産業活動のインフラは皆無であり、
そこに、無秩序に観光施設が急増したため、
幹線道路から施設に進入する道路が草原に
数多く出現し、また、エネルギー供給の電
線が、キャンプの増加に応じて複数列が草
原に現れた。これに加え、観光施設の廃棄
物投機などにより草原の環境も悪化し始め
た。更に、首都ウランバートルから地方に
向かう幹線道路沿いには、観光施設が無秩
序に掲出する屋外広告物が急増し、これが
自動車で移動する観光客の、草原の景観を
劣悪なものにし始めた。 
このため、20 世紀後半まではのどかな風

景を提供して世界中の観光客の目を楽しま
せて来たモンゴル高原の草原の景観が変質
し、それが際限なく広がり、結果として草
原の観光開発が、観光資源そのものである
大草原の環境や景観を破壊するケースが急
増している。 
 
(2)観光開発と規制の必要性 
このような現状にあって、桜美林大学で

土地法を研究する齋藤、観光を研究する山
口、環境法を研究する耿、そしてモンゴル
文化を研究するバイカルのそれぞれが、モ
ンゴル高原の変化に興味を持ち、2006 年か
ら 2008 年にかけてモンゴル国と内モンゴル
の草原の調査をしてそこにある問題を探っ
た。その結果、両地域ともに観光事業者が
観光キャンプを設置することに関する行政
的な規定は存在するが、草原の自然ないし
景観を保護あるいは保全する観点に立った
ルールは、訓示的なものが若干みられるも
のの具体的なものが欠けていることが明ら
かになった（齋藤・山口、モンゴル高原の
ゲルキャンプ開発と景観保全[桜美林大学・
経営政策論集 Vol7,2007] 耿、蒙古高原と
それにおける環境問題、バイカル、モンゴ
ル高原の環境問題と宗教、齋藤、モンゴル
高原の観光施設と景観 以上[桜美林大学・
桜美林論集第 36号 2009]）。 
その結果、草原を守るためには、観光開

発と環境保全を調和させる統一的なルール、
特に法的な規制を一刻も早く導入しないと、
世界的な観光資源である大草原の環境や景
観が回復不能なほど破壊されてしまうこと
への危機感を抱いた。 
だが、国内外において、モンゴル草原の

観光開発と環境や景観に関する関連研究は
みられなかった。そのため、本研究開始前
の独自調査を基に、草原の環境と観光施設
の開発を調和させるためには、観光施設の
開発ないし設置に関するより具体的な基準
を定め、罰則を含む法的規制を行うことが
急務であるとの結論に至り、桜美林大学内
に、モンゴル高原草原文化研究会を組成し
て学際的な研究を始めた。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、モンゴル高原のモンゴル国と
中国内モンゴル自治区において、両国の研
究機関と協力し、草原の観光施設開発の法
的規制、とりわけ開発基準を含む新たな法
制度を明らかにすることを試みたものであ
る。 
 

３．研究の方法 

(1)モンゴル高原の草原と観光施設の実態の

把握 

本研究は、モンゴル国と内モンゴルの観光

開発が進む主要な草原地域を調査対象に選び

、そこにあるすべての観光施設に関する現地

調査、経営者インタビュー、特定施設におけ

る利用者アンケート、経営者グループインタ

ビューを行い、観光の現状・動向、各関係者

の意向を把握した。 

 

(2)草原の景観保護に向けた法的規制のあり

方の検討と提示 

草原の実態を踏まえて、モンゴル国・内モ

ンゴルの法的規制のあり方を総括し、観光関

連関係者に対して観光開発規制実施に関する

ヒアリング調査を行い、実際の法制度整備に

つながる可能性の高い法的規制内容・方法を

明らかにした。 

   

４．研究成果 
(1)景観保全に向けて取り得る方策の提示 

本研究により、新たな観光施設の基本要件

作成と、それを基準とする罰則を付加した法

規制の促進、利用者から景観保全協力金を徴

収することを含む観光施設事業者団体設立に

よる自主規制促進、禁忌やモンゴル文化の広

報による景観保全意識向上、という３つの方

向性を提示できた。 



(2)研究成果の情報提供 

観光施設の現状や、草原の開発をめぐる観

光業者アンケート、利用者アンケートなどに

よる意向データは、基礎資料が取り揃ってい

ない両国において、貴重なデータを提供する

ことができた。この研究成果は、各国の研究

者が共通理解できるよう、研究概要をモンゴ

ル語、中国語に翻訳した。そして、日本・モ

ンゴル国・中国内モンゴルの研究者、観光行

政関係者、観光事業者、法律家などを交えた

国際シンポジウムをモンゴル国ウランバート

ル市のオトゴンテンゲル大学で開催し、研究

成果を広くアピールした。また、これらの成

果をもとに、日本人研究者にモンゴル国と中

国内モンゴル自治区の研究者を加えた研究論

文をとりまとめ、報告書「モンゴル高原にお

けるゲルキャンプ開発と景観保全の調和」（

A4 259ﾍﾟｰｼﾞ）を作成し、両国の関係機関に

配布した。この他、研究機関中にモンゴル国

で行った研究発表や国際シンポジウムの模様

やインタビュー映像は、テレビや新聞で報道

された。 

これらに加え、主要な共同研究機関である

「オトゴンテンゲル大学（モンゴル国ウラン

バートル市）」「シリンゴル職業学院（中国

内モンゴル自治区）」などでは、研究協力者

がシンポジウムにあわせて計11本の研究論文

・資料を作成しており、関連研究を促す効果

をもたらした。さらにモンゴル国ではオトゴ

ンテンゲル大学の法学部が中心となり「環境

センター」を設立することになり、モンゴル

国内における草原を中心とした環境そして景

観に対する法制度研究とその実践の必要性が

広がってきているといえる。 

 

(3)景観保全活動への現実的な効果 

本研究が提示した結論のひとつである、景

観保全活動のための観光施設事業者団体の設

立に向け、モンゴル国で有志の事業者らが草

原の景観保全に向けた観光事業者団体を設立

する現実の動きも出てきた。 

他に、モンゴル国のウランバートル市では

、市議会が市内に氾濫する屋外広告物の数量

規制に向けた議論が始まり、2013年４月末に

は屋外広告物の乱立で都市景観が壊されてい

た市中心部の国会付近から、屋外設置の大型

看板のほとんどが撤去されたことは、本研究

がモンゴル国の法律家をとおして社会に景観

保全の重要性への認識を広めたことの、間接

的な効果だと考えられる。                        
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